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京都府税務共同化推進委員会（第７回）【未定稿】

１日時平成１９年９月１１日（火）午前１０時～１２時

２場所府庁西別館４階会議室

３出席者委員５名（２名欠席)、事務局（総務部理事、税務課長他）

４審議概要・中間まとめ案について審議し、原案を了承。
・課税共同化（個人住民税、その他の税）について審議
・不服申立の共同化について審議

（１）中間まとめ
前回の審議（納税の利便性向上、基本業務留意事項の追加）を踏まえた中間まとめ

案を了承。市町村に送付するとともに、府のホームページに掲載する。

（２）課税の共同化（個人住民税）
○個人住民税について、納税者の利便性の向上、作業の簡素化に資するため、サラ
リーマン等に係る給与支払報告書、公的年金等支払報告書の特別徴収に関するもの
は、窓口を一本化するとともに電子申告の活用を図る。更に、事業者等に係る所得
税確定申告書（住民税分)、住民税申告書に関するものも、一括受付を行い、府内
一本での課税処理を目指す。
納税義務者確定のための円滑なデータ連携が課題となる。

（３）課税の共同化（その他の税）
○原則、共同化を目指すものとして、税目毎の特性（徴収方法、課税客体、課税標
準など）に応じて、次のように分類される。
・一括受付を行い、共同処理を行うもの

市町村たばこ税、府たばこ税
・課税リスト作成以降について、共同処理を行うもの

都市計画税、不動産取得税
・滞納引継後共同処理を行うもの

（府税）個人事業税、自動車税、自動車取得税、ゴルフ場利用税、
軽油引取税、鉱区税、狩猟税、産業廃棄物税

（市町村税）軽自動車税、鉱産税、入湯税、山砂利採取税
これらについても、共同化による業務合理化を目指す立場から、府内一本処理

や隣接市町村の共同処理等の工夫を検討する必要がある。

○京都市との連携の重要性、諸税処理の負担割合の課題、税収・業務量の小さい諸
税の段階的な共同処理拡大の意見が出された。

（４）不服申立の共同化
○不服審査の課題は、公正の確保、専門性の向上、作業の効率化、固定資産価格関
連案件の市町村と府の連携であり、共同化の要点は、固定資産評価審査委員会の共
同設置及び不服審査を支援する事務局の一元化（府内一本化）である。

○納税者の利便性への配慮、不服申立に至るまでの苦情段階での対応が重要で、共
同組織での研修などの工夫が必要である。

（５）事務局からの報告事項
○９月６日に作業チームメンパー及び希望職員を対象に税務共同化の検討会議を開
催するとともに、５つの作業チームを立ち上げた旨報告。

５次回日程等平成１９年１０月前半で調整中
場所は事務局から連絡
議題は、①課税共同化の業務効率
②その他の課題（以上）

１ 



京都府・市町村共同徴収支援システム（要約）

１システムの目的（概要版１頁）
府と市町村の納期限1愛＝定期簡雇逼した未納案件について、本システムを活用し、電
話催告・文書催告等の外部化による大量案件の圧縮、職員による計画な納税折衝、財産
調査、差押等の滞納整理業務を支援し、徴収率向上を実現する。

２開発方針（概要版１頁）
（１）府・市町ﾈﾁｦﾇ亨云~Z~ワワォンターフェースは、基本的には共通仕様とする。
（やむを得ない場合は、データ授受後に共通仕様フォーマットに変換する等の考慮に
より、基幹部への影響を極小化）
（２）基本的に自動運転を前提として設計、システム監視／センタ運用者に対する負荷を
極力軽減する。
（３）共同徴収システムへのアクセスは後期高齢者システムに準拠し、京都府デジタル疏
水ネットワークを利用し、暗号化通信を行う。
（４）２台構成によるノンストップ運用を基本としたシステム構成とする。
（５）自然災害や意図的不正行為に対して十分な予防が行えるシステムを実現する。
（６）データ形式は、ＤＯＳフォーマットのテキスト形式とし、改行コードを付与し、コ
ード形式はＵＮＩＣＯＤＥとする。文字コードは住基ネット統一文字コードとする。

３対象税目（概要版２頁）
（１）市町村税京~値iうて帝屈了う脈f民税＊、法人市町村民税、固定資産税、都市計画税、

軽自動車税、諸税、国民健康保険税（料）（＊個人府民税は、府税）
（２）府税…法人府民税、法人事業税、自動車税、個人事業税、不動産取得税、

軽油引取税、諸税

引継情報（概要版２頁）
滞納繰越分及でWv頂i藤定期間経過後の未納案件（全期分）を引継
なお、滞納繰越者に係る現年分は、課税時に引継
○滞納管理引継リスト…宛名情報、滞納情報、課税情報（概要版３頁）
○滞納管理異動リスト…宛名情報、調定減情報、消込情報（概要版５頁）

４ 

５業務概要（概要版６頁）
（１）府・市町ﾈﾃ票霧雪声
○滞納管理引継・異動リストの作成、センターへの伝送
○収納データの登録
○督促状の公示送達
○府・市町村の収納管理システムへの登録、引継エラー時対応
○窓口対応
（２）共同センター業務（概要版７頁）
滞納引継／宛名名寄せ／督促状発付／催告書発付／電話催告／折衝／滞納処分／

分析・報告／宛名管理／マスタ管理・運用業務

６システム機能・画面・帳票・ＤＢ（概要版８～１３頁）
（１）機能一覧（概要版８頁）
滞納引継／滞納者管理／折衝／処分／分析・報告／宛名管理／マスタ管理

（２）画面一覧（概要版９頁）
共通／滞納引継／滞納者管理／折衝／処分／分析・報告／宛名／メンテナンス

（３）帳票一覧（概要版１０～１２頁）
滞納引継／滞納者管理／徴収／折衝／処分／分析・報告／宛名／メンテナンス

(4)ＤＢ一覧（概要版１３頁）
納税者情報／収滞情報／名寄情報／マスタ情報

２ 



共同組織の諸課題

１共同組織に求められる要件は何か。

(1)責任ある業務執行を行うために必要な要件は何か。

（法的性格、権限、運営、経費負担等）

(2)メリット（税収確保、経費削減）の最大限の発揮のためには、何が必要なのか。

(3)求められる要件を満たす広域行政処理の制度（法的な仕組み）は何か。

２広域的な共同処理は、どれぐらいのエリア（所管地域）で行えば、メリット

を発揮するとともに、住民サービスと両立しうるのか。

○業務量に関連する事項（人口、面積、事業所数、税務職員数等）

○納税者の利便性

○関係機関との連携（市町村・府庁舎、税務署、法務局等）

○業務の効率的、効果的な執行

３３段階に配分した業務を、原則的に共同組織が行うとした場合、徴収･課税・

その他の業務はどのように組織設計すれば最も効果的、効率的になるのか。

(1)府内一本処理の業務、広域的に共同処理する業務及び市町村庁舎等で対応する業

務は、それぞれどのような組織にすればよいのか。

(2)－部市町村の滞納整理組合はどうすべきか。

(3)当面参画しない地域の府税組織を共同組織に含めるべきか。

（徴収の効率化、法人課税・家屋評価の一本化、不服審査の一元化等）

共同組織の税務職員に必要な資質、要件はどのようなものか。

（経験年数、専門性、人事交流、研修、勤務条件等）

４ 

その他５ 

３ 



業務組織イメージ（徴収関係）

厩PiH;J1嚢壷〕大量反復作業(一斉催告)高度専門処理
※名称等は全て仮称

偽〔至迩菫罰納税折衝滞納処分(差押え等）

部門 担当 担当業務 業務見直し

○指導部門 ･指導担当 徴収業務の企画立案、指導

○催告部門 ･文書催告担当

･電話催告担当

電算による一斉文書|崔告の企画、管理

一斉電話催告の企画、管理

外部委託

外部委託
又は臨時職員

○特別機動整理
部門

｡特別機動整理担当 大□困難案件の滞納整理（滞納額500万円以上）

「

○滞納整理部門 ･窓□担当

･大□担当

･地域担当各センターに

● 

● 

1～３担当

Ａ市担当
Ｂ市．Ｃ町担当

● 

｡ 

■ 

窓□収納
一時保管金の管理

大□案件の滞納整理（滞納額1○○万円以上）

各地域内案件の滞納整理

市町村庁舎等 窓□業務（収納、相談、証明)、還付・充当、課税権に基づく決議
』



業務組織イメージ（課税関係）

鰄蕊薊
※名称等は全て仮称

窓□一本化機能、大量反復作業､…高度専門処理

EJU 

十府単独で一本処理する業務自動車税

司琶唐ｌ昌直の調苣

部門 担当 担当業務 業務見直し

○指導部門 ･指導調整担当 課税業務の企画立案、指導調整（土地評価の調整を含む）

Ｏ一括受付処理
部門

･法人一括受付・処理担当

.|固人住民税給与支払報告担当

･固定資産税償却資産担当

法人関係税申告害受付審査、データ管理（配信)、委託管理
たばこ税申告害受付審査

報告書等受付審査、データ配信、委託管理

申告害受付審査、データ配信、委託管理

電子申告の推進

入力業務委託の検討

○特別機動部門 ｡特別法人調査担当

･家屋機動評価担当

大規模等法人の調査

大規模等特殊家屋の評価

○納通処理部門 ･納税通知管理担当 納税通知書の一括作成・発送、委託管理 外部委託を検討

区し琴､s霊↑蝿・tJ9i~i1発目:…5(JitF･ﾋﾞﾙT;禰

鋤域迄愛嚢鴬Ji1
,-,.-..ｼ14---.か･--･ﾑｰ．･･･.Ｐ７．－`Ｐ凸＝B･－－」

○事業税部門 ･法人関係調査担当

･(固人事業調査担当

法人閏(系税相談、調査（末申告・未登録、税務署、給報等）

(固人事業の調査、｜国人事業税の処理

○資産税部門 ･家屋・償却資産調査担当

･取得調査担当

家屋・償却資産の評価、調査

登記所調査、不動産取得税の処理

○間接税部門 ･間接税担当 軽油目|取税、ゴルフ場利用税、鉱区税、（入湯税、鉱産税）の処理（・調査）

法人、固定資産（家屋・償却資産）の調査、間接税業務

〆

市町村庁舎等
固定資産税（土地の評価、課税リスト)、（固人住民税（課税リスト）等

窓□業務（台帳縦覧、相談、証明等)、課税権に基づく決議 ヨ



広域連合の運営機構（イメージ）

【組織体制】

（議決機関） (その他執行機関（各委員会等)）(執行機関）

｜広域連合長｜

必要に応じ副広域連合長を設置

|選挙管理委員会｜

｢藍一薑~薑鬘~薑１
耐萎~員~芸１
F而栖雨i諏藺尋１
ｅｘ個人情報保護審議会等

会議

☆議会、長、選挙管理委員会等の組織及び選挙方法等は規約で決定

(参考）京都府後期高齢者医療広域連合の例

議会議員３０人、副広域連合長６人以内、選管委員４人、監査委員２人、公平委員３人

【事務局体制】
の

｢木部」組織運営総括､業務０

●府内一本処理業務（文書・電話催告、特別機動整理、申告害等一括受付等）を本部ですべ

て処理するか否かは検討

｢I頤iﾓﾌﾗｰ１現地現場での作業が腰な業務の共同処理

（その他）

住民との対面でのやりとりが必要な業務等を共同で行う体制については、処理方法等を精査の上で

検討（例：窓□収納、市町村・府の納税証明書の交付、還付・充当、固定資産課税台帳の閲覧等）

６ 

｜総務等関係’

･総務部門（議会、予算・経理

人事等）

、

･税制部門（条例改正、不服申立

等支援、広報・広聴、研修等）

･電算部門（箪算システム管理、

情報管理等）

｜課税関係’

･指導部門

･一括受付処理部門

．特別機動部門

･納税通知処理部門

Ｉ徴収関係’
･指導部門

･催告部門

.特別機動整理部門

画 組織運営総括、 業務の指導・管理と府内一本１１二:千二＝

｜総務等関係｜

･総務、収納

｜課税関係’

･事業税部門

･資産税部門

･間接税部門

｜徴収関係｜

･滞納整理部門



広域連合と－部事務組合の比較

７ 

－部事務組合 ■工広域連合Ｉ

団体の性格 ● 特別地方公共団体（法人格あり）

構成下了団体 ･都道府県、市町村及び特別区

.ただし､…帝百万両Ｆ１言而ﾜョ

権

ク

限〆

点処理事務

国等から

の委任

D' 

構成団体

との関係

等
－ケ

二麗篁難亟iii雪?三雲L篁窒窒雪ij==1-=L壜=三竺の一部の共同処理

・事務権限は構成団体の機能から除外（委任先|こ帰属）

● 国又は都道府県からの事務の受入

れ不可

・国又は都道府県は、直接に広域連合

ヘの事務委任が可

･都道府県加入の広域連合は国に、そ

の他の広域連合は知事に権限・事務

春季｛干す名よ弓亜請可

･規約の変更は構成団体の協議要

(個ﾉﾏの自治体の議会議決も要）

･同左。構成団体へ規約変更の要請可

･広域計画を策定し、その実施につい

て構成団体に対して勧告可

･国の地方行政機関、知事、地域の公

共的団体等の代表から構成される協

議会を設置可

運二ｔ宮

組■）織

議員等の
_`丸･Plhq￣~

i選挙方法…
Ｕ= 

！ｆ狙（!

直接請求
グI

:！＄ 

え、
'１ 

， 

財已源丁エィ
、

財：『員一一シゴ定（：；工・職工産三□■豆

･議会一管理者（執行機関）

複合的一部事務組合は管理者に

代えて理事会の設置可

･議会一長（執行機関）

･議員及び管理者は、規約の定めに

より選挙又は選任

･議員及び長の選出は、当該区域内住

民の選挙（直接・間接は不問)。充

て職不可

･法律に特段の規定なし ● 普通地方公共団体と同様の直接請求

の制度あり

・広域連合の区域内に住所を有する者

は広域連合に対し規約変更の要請が

可

･設置は規約で規定。独自職員の採用も可。構成団体からの派遣も一般的

● 固有財産の所有可

･経費支弁方法は規約で規定 広域連合の構成団体の分賦金は､人□、

面積、地方税収入額、財政力等の客観

的な指標に基づき算定

ご＝

｡､ 

設置了手〆続

･構成団体の協議により規約を制定（議会の議決要）

･都道府県b0入は総務大臣、その他は知事の許可

･総務大臣は広域連合の許可を行うときは国の関係行政機関の長に協議
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